
魅 力 あ る 府 立 高 校 づ く り 懇 話 会 設 置 要 綱

（設置）

第１条 社会の変化等に対応した高校教育を推進する望ましい京都府立高等学校

（以下「府立高校」という。）の在り方について、外部有識者の意見を聴取す

るため、魅力ある府立高校づくり懇話会（以下「懇話会」という。）を設置す

る。

（委員の役割）

第２条 懇話会の委員は、「府立高校の在り方ビジョン」に掲げる魅力ある府立

高校づくりについて、中長期的かつ全府的な視野に立ち、必要な意見を述べる

ものとする。

（組織）

第３条 懇話会は、委員12名で構成する。

２ 前項の委員は、別表のとおりとする。

（座長）

第４条 懇話会に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 座長は、懇話会の議事を運営する。

３ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する

委員がその職務を代理する。

（会議）

第５条 懇話会は、京都府教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が必要

に応じて招集する。

（委員以外の者の出席）

第６条 懇話会には、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることがで

きる。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、教育

長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年11月10日から施行する。



（別表）

魅 力 あ る 府 立 高 校 づ く り 懇 話 会 委 員

期間：令和４年11月10日～令和５年３月31日
令和５年４月１日～令和５年５月31日

（50音順・敬称略）

氏 名 所属・役職

安藤 ゆかり キャリアコンサルタント

石井 英真 京都大学大学院・准教授

梅西 綾子 京都府立高等学校ＰＴＡ連合会・副会長

奥村 久夫 向日市立勝山中学校・校長

岸田 敏明 京都府立綾部高等学校・校長

出藏 裕子 京都府ＰＴＡ協議会・理事

中垣 ますみ 京都教育大学・教授

原 清治 佛教大学・副学長

深尾 昌峰 龍谷大学・副学長

増田 恒 京都府立桃山高等学校・校長

松本 明彦 京丹後市教育委員会・教育長

吉川 康浩 京都市立桂川中学校・校長

※役職等は委員委嘱時点


